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高知県教育委員会 会議録 

 

平成３０年３月臨時委員会 

場所：教育委員室 

 

（１）開会及び閉会に関する事項 

  開会 平成３０年３月１６日（金）１３：３０ 

閉会 平成３０年３月１６日（金）１４：２０ 

 

（２）教育委員会出席者及び欠席者の氏名 

 出席者    教育長        田村 壮児 

教育委員       平田 健一（教育長職務代理者） 

教育委員       竹島 晶代 

         教育委員       八田 章光 

教育委員        中橋 紅美 

教育委員       木村 祐二 

 

 

（３）高知県教育委員会会議規則第８条、第９条の規定によって出席した者の氏名 

  高知県教育委員会事務局 教育次長（総括）     北村 強 

教育次長         藤中 雄輔 

       〃      教育次長         永野 隆史 

       〃      参事兼小中学校課長    長岡 幹泰  

〃      教育政策課長       酒井 啓至 

       〃      高等学校課長       高岸 憲二 

       〃      特別支援教育課長     橋本 典子 

       〃      教育政策課課長補佐    泉  千恵 

〃      教育政策課教育企画担当チーフ  津野 哲生（会議録作成） 

       〃      教育政策課指導主事    小島 丈晴（会議録作成） 

 

 

（４）議事の大要及び教育長等の報告の要旨 

 

【冒頭】   

  教育長  ３月臨時委員会を開催する。 

教育次長 （提案説明） 

教育長  付議第２号から第４号は人事に関する議案のため、非公開の取り扱いとする。 

賛成の委員は挙手をお願いする。 

 各委員  全員挙手 

教育長  それでは、付議第２号から第４号を非公開の取扱いとする。 
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【付議第１号 高知県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則議案 （教育政策課）】 

○教育政策課長 説明 

○質疑                                 

八田委員 

 

 

事務局 

 

 

八田委員 

 

事務局 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

 ６ページの目次の変更で、第３節の第 26条、第 27条をハイフンにするの

かがよく分からなかったのだが、何か理由があるのか。 

 

 第 26条の２が入って、26条、27条の２条立てだったのが、３条になった

ということで、ポツが線に変わった。 

  

 26条の２ができたということか。 

 

 そうである。 

 

 

本事件の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

本事件を原案のとおり議決する。 

 

 

【付議第２号 教職員の人事議案 （小中学校課、高等学校課、特別支援教育課）】 

○小中学校課長、高等学校課長 説明 

○質疑                                【非公開】 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

 【非公開議案】 

 

本事件の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

本事件を原案のとおり議決する。 

 

 

【付議第３号 事務局職員の人事議案 （教育政策課）】 

○教育政策課長 説明 

○質疑                                【非公開】 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

 【非公開議案】 

 

本事件の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

本事件を原案のとおり議決する。 
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【付議第４号 高知県教育委員会教育長の辞職についての同意議案（教育政策課）】 

 ○議事進行を教育長職務代理者に交代 

（教育長退席） 

○教育政策課長 説明 

○質疑                                【非公開】 

 

 

教育長職務代理者 

各委員 

教育長職務代理者 

 【非公開議案】 

 

本事件の同意を求める。同意する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

本事件を原案に同意する。 

 

 

（５）議決事項 

付議第１号から第３号   原案どおり議決 

付議第４号        原案に同意 


